
　□　退去時にしっかりと掃除を行っているのに、ハウスクリーニング代金を請求された

　□　テレビや冷蔵庫などの電気焼けでクロスの張替費用を請求された

　□　長年入居していたがクロス張替費用が高額でビックリした

　□　畳に損傷がないのに、畳の表替えなどの費用を請求された（襖も同様です）

　□　畳の日焼けによる交換費用を請求された（襖も同様です）

　□　地震などの自然災害による破損・汚損費用を請求された（ガラス割れや壁の亀裂）

　□鍵を紛失していないのに鍵の取替費用を請求された（契約書に明記あるなしは別途の問題です）

　□　家具設置によるフローリング・カーペット・クッションフロアーのへこみ修繕費用を請求された

　□　フローリングのワックスがけの費用を請求された

　□　敷金償却、敷引契約の意味がよくわからないし、説明受けた記憶もない。

どうでしたか？一つでも該当すれば敷金返還の改善余地の可能性が高くなります。

悩む前に専門家に相談していただけませんか？

－あおぞら行政書士事務所－

自分自身の預けた敷金は戻ってくる可能性があるのか？

専門家に相談する前に事前チェックしておきたい。

そんな悩みを抱いていらっしゃる相談者様は下記のかんたん５分で出来る敷金返還チェックをご利用ください。

CHECK   POINT   １ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ２ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ３ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ４ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ５ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ６ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ７ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ８ －チェックポイント－

CHECK   POINT   ９ －チェックポイント－

CHECK   POINT   10  －チェックポイント－


